
う 292-3121　え 292-5400　お webmaster@town.ogose.saitama.jp役場ですハイ！

高齢者インフルエンザ予防接種を実施します

町長運転手(会計年度任用職員)を募集します

対　象　者　次の①または②に該当し、接種を希望する方
　　　　　　➀接種日当日で満 65歳以上の方
　　　　　　➁接種日当日で満 60歳以上 65歳未満で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト

免疫の機能に障害を有する方
自己負担金　１，０００円
　　　　　　※生活保護世帯、町民税非課税世帯の方は無料
持参するもの
　健康保険証
　※生活保護世帯の方は生活保護受給者証を、町民税非課税世帯の方は本人を確認できるものを持参
して保健センターに接種費用助成対象者証明書を申請してください。

【越生町・毛呂山町の医療機関で接種する場合】
実 施 期 間　１０月１日（土）～令和５年１月３１日（火）
実施医療機関
　越 生 町・・・市川医院、越生メディカルクリニック、かあいファミリークリニック
　毛呂山町・・・長瀬クリニック、ゆずの木台クリニック、初野医院、おっぺ小児科アレルギー科ク

リニック、ハピネス会川角クリニック、街かどのクリニック、丸木記念福祉メディ
カルセンター、ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ館クリニック

　　　　　　　　※予診票を持参する必要はありません。

【上記の医療機関以外で接種する場合】
　埼玉県内で上記以外の「かかりつけ医」または「疾患等の主治医」で接種を希望する方は、事前に
保健センターで予診票を受領のうえ予防接種を受けてください。
実 施 期 間　10月 20日（木）～令和５年１月３１日（火）
実施医療機関　町と埼玉県医師会が契約し、接種協力医の登録をされている医療機関
　
あ保健センター
　う２９２-５５０５

職務内容　町長車の運転
　　　　　（その他、空いている時間に、庁用車の管理や庁舎周りの清掃など）
必要資格　普通自動車免許、年齢（おおむね 65歳以下）
任用予定人数　１人
任用期間　令和５年４月 1日～令和６年３月 31日
勤務時間　午前８時 30分～午後５時
報酬額等　時間給９９３円以上（月 14万円～ 16万円程度）年２回（６月、12月）賞与支給有
　　　　　社会保険・雇用保険加入
選考方法　書類・面接
申込方法　11月１日 (火 ) から 11月 18 日 ( 金 ) までに、総務課庶務担当 (役場２階 )に「越生町会

計年度任用職員選考申込書（兼履歴書）」を作成のうえ持参（午前８時 30分～午後５時 15
分、土曜日・日曜日を除く。）または郵送により提出してください。

あ総務課　庶務担当
　う内線２１１、２１４
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子どものインフルエンザ予防接種費用の一部を助成します

防災行政無線が聞きづらい場合は以下のサービスをご利用ください
防災行政無線テレホンサービス
　防災行政無線テレホンサービスは、防災行政無線の放送内容を電話で聞くことができるサービスです。
〇放送終了直後から利用できます。
〇 24時間以内に放送されたものを聞くことができます。
TEL ０８００-８００-８０９９
越生町メール配信サービス
　越生町メール配信サービスは、防災行政無線で放送した内容、防災、防犯情報、イベント情報など
を携帯電話やパソコンにメールで配信するものです。
　登録方法は下記の➀、②のいずれかでできます。
➀下記メールアドレスに空メールを送ると、登録案内メールが返信されますので、メールの内容に従
い登録してください。

➁右記のQRコードを携帯で読み取り登録をしてください。
※登録方法がわからない場合は、総務課または梅園コミュニティ館までお越しください。

あ総務課　地域支援・防災安全担当　
　う内線２１６

　10月１日より、子どものインフルエンザ予防接種費用の助成を行います。

助成対象者　越生町に住民登録がある生後６か月から令和５年３月 31日までに 18歳になられる方
助 成 期 間　10月１日 (土 ) ～令和５年１月 31日 ( 火 )
　　　　　　※助成期間中に医療機関で予防接種を受けてください。
　　　　　　※期間中以外の日に接種した場合は助成の対象になりません。
　　　　　　※接種する医療機関の指定はありません。
助 成 金 額　１回目の接種３，０００円　２回目の接種２，０００円
　　　　　　※接種にかかった費用が助成金額に満たない場合は、医療機関に支払った金額になります。
　　　　　　※生活保護受給者の方は、接種にかかった費用の全額を助成します。
申 請 方 法　助成期間中に予防接種を受けた後、①～④を持参して、保健センターで申請してください。
　　　　　　➀医療機関が発行した接種費用領収書
　　　　　　➁医療機関が発行した接種済証明書または接種を記載した母子健康手帳
　　　　　　➂助成金を振り込む金融機関の通帳　
　　　　　　➃認印
　　　　　　※生活保護受給者の方は、①～④と生活保護者受給者証
申 請 期 間　予防接種を受けた日から１年以内
健康被害救済制度　この予防接種は任意の予防接種であるため、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に

よる「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済の対象になります。
　　　　　　※令和３年度中（令和３年 10月１日～令和４年１月 31日）にお子さんが接種を受け、

まだ助成の申請がお済みでない方は、早めに申請してください。
　　　　　　　（接種を受けた日から１年を越えた場合、助成はできませんので、ご注意ください。）

あ保健センター
　う２９２-５５０５

▲QRコード
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